
令和 6年  ４月 8日 

佐渡市観光振興部世界遺産推進課 

 

佐 渡 市 町 並 み 景 観 整 備 支 援 事 業 

令和 6 年度事業・受付開始のお知らせ 

 

佐渡市では、歴史を活かした町並み景観の保全に取り組んでいます。その一環として、鉱

山町である相川市街の景観に配慮した建物の修復や、空き家の活用を促進するために、その

費用の一部を市が補助します。詳しくは、佐渡市のホームページをご覧いただくか、担当窓

口までお問い合わせください。 

 

【事前協議書の提出受付期間】 

令和６年４月１５日（月）～５月３１日（金） 

 

【補助対象となる建物】 

下記「対象地区一覧」記載の地区内にある歴史的建造物（空き家・準空き家・住宅・社寺建築） 

・歴史的建造物とは…おおむね戦前の建築物のうち、『平成 20年度新潟県「知の財産」活用

事業報告書』に歴史的建造物として記載のあるもの。 

＊詳しくは、佐渡市ホームページをご覧いただくか、担当窓口までお問合せください。 

・空き家とは ………1年以上居住や使用がなされていない建物。 

・準空き家とは ……居住等はないものの、年１回以上使用されている建物。（例：盆正月

の帰省時に使用等） 
 
対象地区一覧 

相川会津町／相川四十物町／相川海士町／相川石扣町／相川板町／相川市町／相川一町目 

相川一町目裏町／相川一町目浜町／相川馬町／相川江戸沢町／相川大床屋町／相川大間町 

相川下戸炭屋裏町／相川下戸炭屋浜町／相川下戸炭屋町／相川下戸浜町／相川下戸町  

相川下戸村／相川鹿伏／相川上京町／相川紙屋町／相川勘四郎町／相川北沢町／相川米屋町 

相川五郎左衛門町／相川小六町／相川材木町／相川栄町／相川坂下町／相川左門町／相川三町目 

相川三町目新浜町／相川三町目浜町／相川塩屋町／相川柴町／相川下京町／相川下寺町 

相川下山之神町／相川新五郎町／相川新材木町／相川新西坂町／相川新浜町／相川炭屋町 

相川諏訪町／相川大工町／相川中京町／相川長坂町／相川中寺町／相川濁川町／相川西坂町 

相川二町目／相川二町目新浜町／相川二町目浜町／相川羽田村／相川羽田町／相川広間町 

相川水金町／相川味噌屋町／相川南沢町／相川八百屋町／相川弥十郎町／相川夕白町 

相川四町目／相川四町目浜町／相川六右衛門町／下相川              （あいうえお順） 

 

【補助対象となる方】 

まちづくり、町並み保存、歴史的建造物の修復及び活用を目的とする法人・団体・個人。 

ただし、要綱に定める申請者の要件を満たしていない方は対象となりません。 

（例）申請者及び補助対象となる建造物の所有者が市税等を滞納している。 

この補助金以外に類似する補助金の交付を受けている。など  

回 覧 

裏面につづく 



【補助事業の内容】 

事業名 内容又は補助対象経費 
補助の限度額 

条  件 
上限額 下限額 

内部改装 
空き家又は準空き家の 

内部の改装に要する経費 
100万円 ５万円 

10 年以上の居住又は活用をす

ること 

外観修復 

空き家、準空き家又は 

住宅若しくは社寺建築の

外観修復に要する経費 

100万円 ５万円 

(1)10 年以上の居住又は活用を

すること。 

(2)修理内容等について佐渡市

から指導を受けた場合は、こ

れに従うこと。 

(3)使用可能な部材等は変更し

ないこと。 

＊交付条件等に違反した場合、補助金返還等を求めることがあります。 

 

【提出方法】＊申請に先立ち、事前協議が必要です。 

令和６年５月31日(金)までに、所定の事前協議書に必要書類を添付し窓口へご提出ください。 

＊受付後、内容を確認するため提出者へ連絡する場合があります。 

 

【交付の決定】 

補助金の交付先と金額は、書類審査等を行い、予算の範囲内で決定します。 

 

【補助金交付までのながれ】＊下線部は申請者の作業 

①事前協議 ： 事前協議書の提出（締切り 5月 31日） ⇒ 審査 ⇒ 適否の回答通知 

＊適する旨の回答を受けた物件のみ②へ 

②交付申請 ： 補助金交付の申請 ⇒ 補助金交付（不交付）の決定 

③工事着手 ： 交付決定後に工事等の実施 ⇒ 実績報告（２月末まで） 

④交付額確定：交付金額の確定 ⇒ 補助金交付 

（注）・工事着手は、補助金交付決定後となります。＊決定前に実施の場合は交付できません 

・途中で事業を変更あるいは中止する場合は、佐渡市と事前相談のうえ、必要書類を

ご提出いただく必要があります。 

・その他、佐渡市の指示のもと事業を実施していただきます。 

 

担当窓口・お問合せ先            佐渡市ホームページ 

佐渡市役所観光振興部世界遺産推進課  

世界遺産保存係（担当：井藤） 

〒952-1562 佐渡市相川三町目浜町 18 番地１ 

（きらりうむ佐渡内） 

電話 74-2215 ／ FAX 74-2223 

メール  k-goldmine@city.sado.niigata.jp 

https://www.city.sado.niigata.jp/site/mine/ 

 

佐渡市 HP トップページ＞注目ワード金銀山 

＞各種申請のご案内＞補助金申請 

＞佐渡市町並み景観整備支援事業 

※本事業で得た個人情報は、事業の目的以外には使用しません。 


